
令和　７年１０月３０日

大之木建設（株）

広島県広島市西区横川町２－１０－２１

令和６年度安芸南部山系大屋大川上流支川砂防堰堤第２工事

広島県呉市焼山町地内

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　３月１７日

工 期 (至) 令和　８年　３月３１日

１８３，０２９，０００円（税込み）

　　＋　６６０，０００円（税込み）

１８３，６８９，０００円（税込み）

１．現地状況により、数量の増減を行う。
２．現地状況により、工期を令和８年３月３１日まで延期する。

（第3回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

本工事は、広島県呉市焼山町地内において砂防堰堤を施工するものである。

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）



令和　７年　５月１４日

大之木建設（株）

広島県広島市西区横川町２－１０－２１

令和６年度安芸南部山系大屋大川上流支川砂防堰堤第２工事

広島県呉市焼山町地内

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　３月１７日

工 期 (至) 令和　７年１０月３１日

１８３，０２９，０００円（税込み）

　　　　　　　　±　０円（税込み）

１８３，０２９，０００円（税込み）

国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いによる契約変更

（第2回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

本工事は、広島県呉市焼山町地内において砂防堰堤を施工するものである。

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）



令和　７年　３月２５日

大之木建設（株）

広島県広島市西区横川町２－１０－２１

令和６年度安芸南部山系大屋大川上流支川砂防堰堤第２工事

広島県呉市焼山町地内

一般土木工事

工 期 (自) 令和　７年　３月１７日

工 期 (至) 令和　７年１０月３１日

１７９，３００，０００円（税込み）

＋　３，７２９，０００円（税込み）

１８３，０２９，０００円（税込み）

「「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る
特例措置について」（国中整契第３２０号、国中整技管第１４９号、国中整計
第３９号）に基づく令和７年労務単価への更新による請負代金額の変更。

（第1回）契約変更の内容

工 事 の 名 称

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 の 住 所

本工事は、広島県呉市焼山町地内において砂防堰堤を施工するものである。

工 事 種 別

工 事 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額

工 事 概 要

（変更した内容について
記述する）


